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(57)【要約】
【課題】　本発明は、第１のマット部材に対する第２の
マット部材の固定が不意に解除されることを抑制できる
固定装置を提供する。
【解決手段】　固定装置１０では、プッシュボタン部材
６０は、マットベース２０の本体部２３の第１の挿入孔
２７内に回転可能に収容されるとともに、第１の挿入孔
２７の内壁部のうち第１の係合突部２９とともに変位す
る部分に接触することによって前記第１の係合部の変位
を禁止する変位禁止壁部６７と、変位禁止壁部６７に対
して周方向に並んだ位置に形成されて第１の挿入孔２７
の内壁部のうち第１の係合突部２９とともに変位する部
分の第１の挿入孔２７の内側への変位を許容する凹部６
２とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のマット部材に固定される第１の固定部材と、
　第２のマット部材に固定されるとともに、前記第１の固定部に解除可能に固定される第
２の固定部材と、
　前記第１の固定部材に対する前記第２の固定部材の固定の解除を禁止する固定解除禁止
部材と
　を具備し、
　前記第１の固定部材は、前記第１のマット部材に対して前記第１，２のマット部材の重
なる方向に突出するとともに、突出端に開口する第１の挿入孔が形成される突出部と、前
記突出部の周壁部に設けられて外側に向かって突出するとともに前記第１の挿入孔の内側
に向かって変位可能な第１の係合部とを具備し、
　前記第２の固定部材は、前記突出部が挿入される第２の挿入孔と前記第１の挿入孔と連
通する開口とが設けられる被挿入部と、前記第２の挿入孔の内壁部に形成されて前記第２
の挿入孔の内側に向かって突出し、前記第２の挿入孔内に前記突出部が挿入されたときに
前記第１の係合部に接触することによって前記第１の係合部を前記第１の貫通孔の内側に
変位させて前記第１の係合部を乗り越えて前記重なる方向に前記第１の係合部と係合する
第２の係合部とを具備し、
　前記固定解除禁止部材は、前記第１の挿入孔内に前記第１の挿入孔の軸線回りに回転可
能に収容されるとともに、前記第１の挿入孔の内壁部のうち前記第１の係合部とともに変
位する部分に接触することによって前記第１の係合部の変位を禁止する変位禁止壁部と、
前記変位禁止壁部に対して前記軸線の周方向に並んだ位置に形成されて前記第１の挿入孔
の内壁部のうち前記第１の係合部とともに変位する部分の前記第１の挿入孔の内側への変
位を許容する変位許容凹部とを具備する
　ことを特徴とする固定装置。
【請求項２】
　前記固定解除禁止部材は、前記変位許容凹部が前記前記第１の挿入孔の内壁部のうち前
記第１の係合部とともに変位する部分と対向する第１の位置と、前記第１の位置に対して
前記第１の挿入孔内に押し込まれた位置であって、前記変位禁止壁部が前記第１の挿入孔
の内壁部のうち前記第１の係合部とともに変位する部分と対向する第２の位置との間に移
動可能であり、
　前記固定解除禁止部材の周壁部と前記第１の挿入孔の内壁部とのうち一方には、他方に
向かって突出する回転案内用突部が形成され、
　前記他方には、前記固定解除禁止部材が前記第１の位置から押し込まれる際に、前記変
位禁止壁部が前記第１の挿入孔の内壁部のうち前記第１の係合部とともに変位する部分と
対向するように前記固定解除禁止部材を回転するべく前記回転案内用突部を収容して回転
を案内する回転案内用溝が形成される
　ことを特徴とする請求項１に記載の固定装置。
【請求項３】
　前記第１の挿入孔内には、前記固定解除禁止部材を前記１の位置に向かって付勢する付
勢部材が設けられる
　ことを特徴とする請求項２に記載の固定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば自動車に用いられるカーペットをフロアマットに固定する固定装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車のカーペットに対して重ねられるフロアマットを、カーペットに固定する
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固定構造が提案されている。固定装置としては、カーペットに固定装置を固定して、この
固定装置をフロアマットに対して着脱可能に固定することによって、フロアマットをカー
ペットに対して固定する固定装置が提案されている。
【０００３】
　この種の固定装置は、カーペットに固定されてフロアマットに向かって突出する本体部
と、本体部の先端部に被さるキャップとを備えている。フロアマットにはグロメットを設
け、グロメットを貫通する孔内に本体部を挿入している。
【０００４】
　本体部の先端部は、基端部に向かって進むにつれて本体部の外側に向かって次第に拡径
する形状に形成されている。このため、本体部がグロメットの孔内に挿入された状態では
、先端部をグロメットの孔から引き抜こうとすると、先端部がグロメットの孔の縁に接触
することによって、引き抜かれることを防止している。このことによって、フロアマット
はカーペットに固定される。
【０００５】
　キャップは、本体部の先端部を覆っており、かつ、基端部に向かって押し込み可能とな
っている。キャップを基端部に向かって押し込むと、キャップが先端部を内側に向かって
変位させる。このことによって、本体部の先端部は、縮径される。先端部を、グロメット
の孔の縁と接触しない状態まで縮径することによって、本体部をグロメットの孔から引き
抜くことができる。
【０００６】
　グロメットの貫通孔は、車内に開口しており、それゆえ、カーペットに対するフロアマ
ットの固定を解除する際には、この開口を通してキャップを押し込む（例えば、特許文献
１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－１６３９６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に開示される技術は、カーペットに対するフロアマットの固定を解除する際
に、キャップを押し込む技術である。このため、自動車の乗員の靴のかかとなどがグロメ
ットの孔の開口を通してキャップを押し込むことによって、不意に、カーペットに対する
フロアマットの固定が解除される場合が想定される。
【０００９】
　このように、第１のマット部材に対する第２のマット部材の固定が不意に解除されるこ
とは好ましくない。
【００１０】
　本発明は、第１のマット部材に対する第２のマット部材の固定が不意に解除されること
を抑制できる固定装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の固定装置は、第１のマット部材に固定される第１の固定部材と、第２のマット
部材に固定されるとともに、前記第１の固定部に解除可能に固定される第２の固定部材と
、前記第１の固定部材に対する前記第２の固定部材の固定の解除を禁止する固定解除禁止
部材とを備える。
【００１２】
　前記第１の固定部材は、前記第１のマット部材に対して前記第１，２のマット部材の重
なる方向に突出するとともに、突出端に開口する第１の挿入孔が形成される突出部と、前
記突出部の周壁部に設けられて外側に向かって突出するとともに前記第１の挿入孔の内側
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に向かって変位可能な第１の係合部とを備える。
【００１３】
　前記第２の固定部材は、前記突出部が挿入される第２の挿入孔と前記第１の挿入孔と連
通する開口とが設けられる被挿入部と、前記第２の挿入孔の内壁部に形成されて前記第２
の挿入孔の内側に向かって突出し、前記第２の挿入孔内に前記突出部が挿入されたときに
前記第１の係合部に接触することによって前記第１の係合部を前記第１の貫通孔の内側に
変位させて前記第１の係合部を乗り越えて前記重なる方向に前記第１の係合部と係合する
第２の係合部とを備える。
【００１４】
　前記固定解除禁止部材は、前記第１の挿入孔内に前記第１の挿入孔の軸線回りに回転可
能に収容されるとともに、前記第１の挿入孔の内壁部のうち前記第１の係合部とともに変
位する部分に接触することによって前記第１の係合部の変位を禁止する変位禁止壁部と、
前記変位禁止壁部に対して前記軸線の周方向に並んだ位置に形成されて前記第１の挿入孔
の内壁部のうち前記第１の係合部とともに変位する部分の前記第１の挿入孔の内側への変
位を許容する変位許容凹部とを備える。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、第１のマット部材に対する第２のマット部材の固定が不意に解除され
ることを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る固定装置によって、カーペットに対してフロアマ
ットが固定された状態を示す斜視図。
【図２】同固定装置を分解して示す斜視図。
【図３】同固定装置のマットベースを示す斜視図。
【図４】同マットベースを示す側面図。
【図５】同マットベースを上方から見た状態を示す斜視図。
【図６】同固定装置のマットアッパを示す斜視図。
【図７】同固定装置のマットロアを示す斜視図。
【図８】同固定装置のプッシュボタン部材を示す斜視図。
【図９】同マットアッパと同マットロアとに固定されたフロアマットを、同マットベース
に固定されたカーペットに固定する動作を示す断面図。
【図１０】同マットアッパと同マットロアとに固定されたフロアマットを、同マットベー
スに固定されたカーペットに固定する動作を示す断面図。
【図１１】同マットアッパと同マットロアとに固定されたフロアマットを、同マットベー
スに固定されたカーペットに固定する動作を示す断面図。
【図１２】同マットアッパと同マットロアとに固定されたフロアマットを、同マットベー
スに固定されたカーペットに固定する動作を示す断面図。
【図１３】同プッシュボタン部材の回転案内用溝内での回転案内用突部の移動を示す側面
図。
【図１４】本発明の第２の実施形態に係る固定装置を示す断面図。
【図１５】同固定装置の動作を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の第１の実施形態に係る固定装置を、図１～１３を用いて説明する。図１は、固
定装置１０によって、自動車のフロアパネル１の表面に敷かれるカーペット３に対してフ
ロアマット５が固定された状態を示す斜視図である。本実施形態では、フロアマット５は
、カーペット３を第１のマット部材としたときに第１のマット部材に固定装置を介して固
定される第２のマット部材の一例であり、カーペット３は、第１のマット部材の一例であ
る。
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【００１８】
　図２は、固定装置１０を分解して示す斜視図である。図２に示すように、固定装置１０
は、カーペット３に固定されるマットベース２０と、フロアマット５に固定されるマット
アッパ４０と、マットロア５０と、プッシュボタン部材６０と、コイルばね７０とを備え
ている。
【００１９】
　図３は、マットベース２０を示す斜視図である。図４は、マットベース２０を示す側面
図である。図３，４に示すように、マットベース２０は、上側挟持部２１と、下側挟持部
２２と、本体部２３とを有している。
【００２０】
　図３に示すように、上側挟持部２１は板形状であり、平面形状が一例として長方形状で
ある。図３，４に示すように、下側挟持部２２は、上側挟持部２１の下面から下方に延び
るように設けられている。下側挟持部２２は、板形状であり、平面形状が一例として長方
形状である。
【００２１】
　下側挟持部２２の基端部側には、薄肉ヒンジ部２４が形成されている。薄肉ヒンジ部２
４は、他の部位に対して、厚みが薄い。このため、下側挟持部２２は、薄肉ヒンジ部２４
で屈曲可能である。図４中、薄肉ヒンジ部２４で屈曲した状態の下側挟持部２２を２点鎖
線で示している。
【００２２】
　上側挟持部２１には、上側挟持部用係合部２５が形成されている。上側挟持部用係合部
２５は、下方に向かって突出している。上側挟持部用係合部２５の先端部は、鍵上に形成
されている。
【００２３】
　下側挟持部２２には、下側挟持部用係合部２６が形成されている。下側挟持部用係合部
２６は、下側挟持部２２に対して略垂直方向に突出している。下側挟持部用係合部２６の
先端部は、鉤状に形成されている。下側挟持部用係合部２６は、薄肉ヒンジ部２４で屈曲
して下側挟持部２２が上側挟持部２１と対向する姿勢になったときに、つまり、図４に２
点鎖線で示す姿勢になったときに上側挟持部用係合部２５に係合する。
【００２４】
　下側挟持部用係合部２６が上側挟持部用係合部２５に係合することによって、図４に２
点鎖線で示すように、下側挟持部２２の表面が上側挟持部２１の下面に対して向かい合う
姿勢が固定される。
【００２５】
　上側挟持部用係合部２５と下側挟持部用係合部２６とは、例えば、樹脂で形成されてお
り、図４に示す係合状態に対して下側挟持部２２を係合を解除する方向に引っ張ることに
よって、上側挟持部用係合部２５と下側挟持部用係合部２６とが弾性変形し、それゆえ、
上側挟持部用係合部２５と下側挟持部用係合部２６との係合状態を解除可能となっている
。
【００２６】
　図４は、マットベース２０がカーペット３に固定された状態も示している。図４に示す
ように、上側挟持部２１は、カーペット３に対して上側に配置される。上側挟持部２１の
下面はカーペット３の上面に面で接触する。
【００２７】
　カーペット３には、下側挟持部２２を通す第１のスリット３ａが形成されている。下側
挟持部２２は、第１のスリット３ａを通ってカーペット３の下方に挿入される。なお、実
際には、カーペット３の下方にはフロアパネル１が位置している。このため、下側挟持部
２２を第１のスリット３ａを通すときは、上側挟持部２１に対して下側挟持部２２を薄肉
ヒンジ部２４で曲げた姿勢で行う。
【００２８】
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　下側挟持部２２がカーペット３の下方に配置されるとともに、上面がカーペット３の下
面に面で接触するまで薄肉ヒンジ部２４を屈曲することによって、カーペット３は、上側
挟持部２１と下側挟持部２とによって挟持される。上側挟持部２１の下面から薄肉ヒンジ
部２４までの長さは、カーペット３の厚みに応じて適宜設定されている。
【００２９】
　カーペット３には、上側挟持部用係合部２５と下側挟持部用係合部２６とを通す第２の
スリット３ｂが形成されている。上側挟持部用係合部２５と下側挟持部用係合部２６とは
、第２のスリット３ｂ内で互いに係合する。このことによって、マットベース２０は、カ
ーペット３に固定される。
【００３０】
　本体部２３は、上側挟持部２１に一体に形成されおり、上側に突出している。本体部２
３は、一例として円筒形状である。図５は、マットベース２０を上方から見た状態を示す
斜視図である。図５に示すように、本体部２３内には、第１の挿入孔２７が形成されてい
る。第１の挿入孔２７は、本体部２３の先端に開口している。第１の挿入孔２７の平面形
状は、円である。第１の挿入孔２７は、本体部２３に対して同軸に配置されている。つま
り、本体部２３の軸線Ｘと第１の挿入孔２７の軸線Ｙとは、同一直線上に配置される。軸
線Ｘは、本体部２３の中心を通り、軸線Ｙは、第１の挿入孔２７の中心を通る。なお、図
３に示されるマットベース２０は、第１の挿入孔２７内に後述されるプッシュボタン部材
６０が挿入された状態を示している。
【００３１】
　本実施形態では、上下方向は、カーペット３とフロアマット５とが重なる方向であり、
カーペット３に対してフロアマット５がある側を上としている。本実施形態では、マット
ベース２０がカーペット３に固定された状態では、軸線Ｘ，Ｙは、カーペット３とフロア
マット５とが重なる方向に一致する。マットベース２０の上下方向は、マットベース２０
がカーペット３に固定されたときの状態に基づいて設定されている。
【００３２】
　本体部２３の周壁部２８の一部には、第１の挿入孔２７の径方向に変位可能な変位壁部
２８ａが形成されている。本実施形態では、変位壁部２８ａは、一例で２つ形成されてお
り、第１の挿入孔２７の軸線Ｙに対して対称な位置に葉形成されている。
【００３３】
　変位壁部２８ａについて具体的に説明する。図５に示すように、本体部２３の周壁部２
８には、スリット２８ｂが形成されている。スリット２８ｂは、形成すべき変位壁部２８
ａを囲うように形成されている。なお、変位壁部２８ａの縁部の上端に当たる部分にはス
リット２８ｂは形成されていない。
【００３４】
　変位壁部２８ａは、スリット２８ｂが形成されていない上端縁部回転中心として、第１
の挿入孔２７の径方向内側に変位できる。なお、本体部２３は樹脂で形成されている。こ
のため、変位壁部２８ａが内側に変位すると、変位壁部２８ａは、樹脂の弾性によって、
変位前の位置に戻ることができる。
【００３５】
　変位壁部２８ａには、外面から外側に突出する第１の係合突部２９が形成されている。
第１の係合突部２９は、第１の挿入孔２７の径方向外側に突出している。第１の係合突部
２９の外面は、上端から上下方向中間位置に向かって進むにつれて径方向外側に拡径する
傾斜面となっている。この傾斜面を、挿入時ガイド面２９ａとする。また、中間位置から
下端に向かって進むにつれて径方向内側に縮径する傾斜面になっている。引き抜き時ガイ
ド面２９ｂとする。
【００３６】
　また、第１の挿入孔２７の内壁部には、回転案内用突部３０が形成されている。回転案
内用突部３０は、第１の挿入孔２７の内面から内側に突出している。回転案内用突部３０
は、一例として２つ形成されており、第１の挿入孔２７の軸線Ｙに対して対称な位置に配
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置されている。回転案内用突部３０については、後で具体的に説明する。
【００３７】
　図６は、マットアッパ４０を示す斜視図である。図６は、マットアッパ４０を下から上
に向かって見た状態を示している。図１に示すように、マットアッパ４０は、フロアマッ
ト５に固定される。図１，６に示すように、マットアッパ４０は、本体部４１と、本体部
４１の上端から外側に延出するフランジ部４２とを備えている。
【００３８】
　本体部４１は、一例として円筒形状である。本体部４１の内側には第２の挿入孔４３が
形成されている。第２の挿入孔４３は、平面形状が円である。第２の挿入孔４３は、本体
部４１と同軸になる位置に配置されている。つまり、本体部４１の軸線Ｖと第２の挿入孔
４３の軸線Ｗとは同一直線上に配置されている。軸線Ｖは、本体部４１の中心を通り、軸
線Ｗは、第２の挿入孔４３の中心を通る。
【００３９】
　本実施形態では、マットアッパ４０がフロアマット５に固定された状態では、軸線Ｖ，
Ｗは、カーペット３とフロアマット５とが重なる方向に一致する。マットアッパ４０の上
下方向は、マットアッパ４０がフロアマット５に固定されたときの状態に基づいて設定さ
れている。
【００４０】
　本体部４１の周壁部４４にはアッパ用係合突部４５が形成されている。アッパ用係合突
部４５は、本体部４１の周方向に沿って延びている。アッパ用係合突部４５は、周方向に
複数個所形成されているとともに、上下方向に複数個所形成されている。具体的には、ア
ッパ用係合突部４５は、上下方方向に５つ並んで形成されており、この５つを一群として
、周方向に等間隔離間して４つ形成されている。つまり、上下方向に並ぶ５つのアッパ用
係合突部４５を一組とすると、この組が、周方向に互いに離間して４つ形成されている。
【００４１】
　本体部４１の周壁部４４には、第２の挿入孔４３の軸線Ｗに平行に延びる位置決め用リ
ブ４７が形成されている。本実施形態では、位置決め用リブ４７は、複数形成されるとと
もに、複数の一例として２つ形成されている。
【００４２】
　本体部４１の第２の挿入孔４３には、マットベース２０の本体部２３が挿入される。図
１０は、マットベース２０の本体部２３がマットアッパ４０の第２の挿入孔４３に挿入さ
れた状態を示している。
【００４３】
　マットアッパ４０の本体部４１の先端の内縁部には、第２の挿入孔４３の径方向内側に
向かって突出する第２の係合突部４８が形成されている。第２の係合突部４８は、一例と
して、第２の挿入孔４３の軸線Ｗの周方向に延びる形状である。図１０に示すように、マ
ットベース２０の本体部２３がマットアッパ４０の第２の挿入孔４３に挿入されると、第
２の係合突部４８が第１の係合突部２９の挿入時ガイド面２９ａに接触する。この接触状
態のまま本体部２３を第２の挿入孔４３にさらに押し込むと、変位壁部２８ａが第２の挿
入孔４３の径方向内側に変位する。このことによって、第２の係合突部４８は第１の係合
突部２９を乗り越える。第２の係合突部　４８が第１の係合突部２９を乗り越えた後は、
第１の係合突部２９は、弾性力によって、基の位置戻る。
【００４４】
　図７は、マットロア５０を示す斜視図である。図７は、マットロア５０を下から上に向
かって見た状態を示す斜視図である。マットロア５０は、フロアマット５に固定される。
【００４５】
　図７に示すように、マットロア５０は、板形状であり、平面形状が一例として円である
。マットロア５０には、マットアッパ４０の本体部４１が挿入される第３の挿入孔５１が
形成されている。第３の挿入孔５１は、平面形状が円である。第３の挿入孔５１は、マッ
トロア５０の軸線と同軸になる位置に配置されている。言い換えると、マットロア５０の
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軸線Ｔと第３の挿入孔５１の軸線Ｕとは、同一直線上に位置する。軸線Ｔは、マットロア
５０の中心を通り、軸線Ｕは、第３の挿入孔５１の中心を通る。
【００４６】
　本実施形態では、マットロア５０がフロアマット５に固定された状態では、軸線Ｔ，Ｕ
は、カーペット３とフロアマット５とが重なる方向に一致する。マットロア５０の上下方
向は、マットロア５０がフロアマット５に固定されたときの状態に基づいて設定されてい
る。
【００４７】
　マットロア５０において第３の挿入孔５１の周縁部５２は上下方向に平行に立ち上がっ
ており、円筒状に形成されている。周縁部５２の一部には、第３の挿入孔５１の径方向に
変位可能な変位壁部５３が形成されている。変位壁部５３について具体的に説明する。
【００４８】
　周縁部５２において変位壁部５３を形成すべき範囲の縁にマットロア５０を貫通するス
リット５４を形成する。スリット５４は、変位壁部５３の縁の一部には形成されていない
。スリット５４が形成されていない部分は、他の部分に比べて薄く形成される薄肉部５５
になっている。変位壁部５３は、薄肉部５５を始点として変位する。本実施形態では、薄
肉部５５は、変位壁部５３の上端縁に形成されている。
【００４９】
　変位壁部５３には、第３の挿入孔５１の径方向内側に向かって突出するロア用係合突部
５６が形成されている。変位壁部５３は、第３の挿入孔５１の周方向に沿って所定の長さ
を有しており、ロア用係合突部５６も周方向に沿って延びている。
【００５０】
　変位壁部５３は、マットアッパ４０の本体部４１が第３の挿入孔５１に挿入されたとき
に、アッパ用係合突部４５に対向する位置に形成されている。
【００５１】
　また、マットロア５０において第３の挿入孔５１の周縁部５２には、位置決め用溝５７
が形成されている。位置決め用溝５７は、第３の挿入孔５１にマットアッパ４０の本体部
４１が挿入されたときに位置決め用リブ４７が収容される溝である。位置決め用溝５７の
形状は、位置決め用リブ４７が嵌合する形状である。位置決め用リブ４７が位置決め用溝
５７に嵌ることによって、マットアッパ４０の本体部４１を第３の挿入孔５１に挿入する
際に、マットアッパ４０に対してマットロア５０が本体部４１を回転軸として回転するこ
とを防止できる。また、このことによって、本体部４１を第３の挿入孔５１に挿入する際
には、ロア用係合突部５６がアッパ用係合突部４５に向かい合うようになる。
【００５２】
　ロア用係合突部５６は、マットアッパ４０の本体部４１を第３の挿入孔５１に挿入する
と、アッパ用係合突部４５に接触する。ロア用係合突部５６の内面は、上下方向中心位置
を境に上側部分は、下方に向かうにつれて内側に向かって傾斜するとともに、下側部分は
、下方に向かうにつれて外側に傾斜する。
【００５３】
　このため、マットアッパ４０の本体部４１を第３の挿入孔５１に挿入するときにアッパ
用係合突部４５がロア用係合突部５６に接触すると、ロア用係合突部５６の傾斜によって
、ロア用係合突部５６は、径方向外側に付勢される。変位壁部５３は、ロア用係合突部５
６に入力される付勢力を受けて、径方向外側に変位する。このことによって、アッパ用係
合突部４５は、ロア用係合突部５６を乗り越える。アッパ用係合突部４５がロア用係合突
部５６を乗り越えると、変位壁部５３は、薄肉部５５の弾性によって、径方向内側に戻る
。
【００５４】
　このことによって、アッパ用係合突部４５とロア用係合突部５６とは、第３の挿入孔５
１から本体部４１を引き抜く方向に係合する。なお、ロア用係合突部５６の内面の下部が
上記のように傾斜していることによって、マットアッパ４０の本体部４１を引き抜くと、
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変位壁部５３が径方向外側に変位することによって、アッパ用係合突部４５はロア用係合
突部５６を乗り越えることができる。つまり、アッパ用係合突部４５とロア用係合突部５
６との係合が解除される。
【００５５】
　マットアッパ４０とマットロア５０との間には、フロアマット５が挟持される。図９は
、マットアッパ４０とマットロア５０との間にフロアマット５が挟持されている状態を示
している。フロアマット５には、マットアッパ４０の本体部４１が挿入される挿入孔６が
形成されている。
【００５６】
　マットアッパ４０は、フロアマット５の上に配置されて本体部４１が挿入孔６に挿入さ
れる。マットロア５０は、フロアマット５の下に配置されている。挿入孔６を通ってフロ
アマット５の下方に突出する本体部４１は、マットロア５０の第３の挿入孔５１内に挿入
される。
【００５７】
　そして、本体部４１は、マットアッパ４０のフランジ部４２とマットロア５０との間に
フロアマット５を挟持するまで第３の挿入孔５１内に挿入される。アッパ用係合突部４５
が上下方向に複数形成されることによって、ロア用係合突部５６は、フロアマット５の厚
みに応じて、いずれかのアッパ用係合突部４５と係合する。アッパ用係合突部４５がロア
用係合突部５６に係合することによって、フロアマット５は、マットアッパ４０とマット
ロア５０との間に挟持される状態が固定される。
【００５８】
　図６に示すように、マットアッパ４０のフランジ部４２には、下方に突出する複数の突
部４９が形成されている。図２に示すように、マットロア５０には、上方に突出する複数
の突出部５９が形成されている。マットアッパ４０とマットロア５０との間にフロアマッ
ト５が挟持されると、突出部４９，５９がフロアマット５に食い込む。
【００５９】
　図８は、プッシュボタン部材６０を示す斜視図である。図８に示すように、プッシュボ
タン部材６０は、円筒形状である。図３に示すように、プッシュボタン部材６０は、マッ
トベース２０の第１の挿入孔２７内に挿入される。プッシュボタン部材６０は、第１の挿
入孔２７に内に嵌まる形状である。
【００６０】
　プッシュボタン部材６０が第１の挿入孔２７内に挿入されたとき、プッシュボタン部材
６０は、第１の挿入孔２７と同軸に配置される。つまり、プッシュボタン部材６０の軸線
Ｓは、第１の挿入孔２７の軸線Ｙと同一直線上に配置される。軸線Ｓは、プッシュボタン
６０の中心を通る。
【００６１】
　また、プッシュボタン部材６０は、第１の挿入孔２７内で軸線を回転中心として回転可
能である。このため、プッシュボタン部材６０の周面と第１の挿入孔２７の内面との間に
は、回転を許容するだけの隙間が設けられている。また、プッシュボタン部材６０の周壁
部６１には、径方向内側に凹む凹部６２が形成されている。周壁部６１において凹部６２
以外の部位は、変位抑制壁部６７である。
【００６２】
　図８に示すように、プッシュボタン部材６０の周壁部６１には、回転案内用溝６３が形
成されている。回転案内用溝６３は、外側に向かって開口している。プッシュボタン部材
６０が第１の挿入孔２７に挿入されると、第１の挿入孔２７の内面から突出する回転案内
用突部３０が回転案内用溝６３内に収容される。回転案内用溝６３の幅は、回転案内用突
部３０が嵌る形状である。図９は、プッシュボタン部材６０が第１の挿入孔２７内に挿入
された状態を示している。図９に示すように、プッシュボタン部材６０は、第１の挿入孔
２７の軸線Ｙに沿う長さよりも短い。
【００６３】
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　第１の挿入孔２７内には、コイルばね７０が収容されている。プッシュボタン部材６０
は、コイルばね７０によって、図３，９に示すように、第１の挿入孔２７から出る状態と
なる。このため、プッシュボタン部材６０と第１の挿入孔２７の底との間には、隙間Ｃが
設けられる。この隙間Ｃによって、コイルばね７０の付勢力にあらがってプッシュボタン
部材６０を第１の挿入孔２７内押し込むことができる。
【００６４】
　ここで、回転案内用溝６３の形状について具体的に説明する。図８に示すように、回転
案内用溝６３は、軸線Ｓに対して斜めに延びている。このため、プッシュボタン部材６０
を第１の挿入孔２７内に押し込むと、回転案内用突部３０が回転案内用溝６３の側面に接
触することによって、プッシュボタン部材６０が軸線Ｓを回転中心として回転する。
【００６５】
　図１３は、回転案内用溝６３を示す平面図である。図１３に示すように、プッシュボタ
ン部材６０を第１の挿入孔２７内に押し込むことに伴う、回転案内用溝６３内での回転案
内用突部３０の変位を１点鎖線と２点鎖線で示す。
【００６６】
　図８に示すように、回転案内用溝６３の下端６４は、閉じている。また、プッシュボタ
ン部材６０の下端は、回転案内用溝６３の下端６４に向かって傾斜している。このため、
プッシュボタン部材６０を第１の挿入孔２７内に挿入すると、回転案内用突部３０は、プ
ッシュボタン部材６０の下端部の傾斜に沿って回転案内用溝６３に導かれる。
【００６７】
　回転案内用突部３０は、回転案内用溝６３内に収容されると、閉塞している回転案内用
溝６３の下端に引っかかることによって、回転案内用溝６３から抜け出ることが抑制され
る。
【００６８】
　プッシュボタン部材６０が第１の挿入孔２７内に挿入されて回転案内用突部３０が回転
案内用溝６３内に収容されると、コイルばね７０の付勢力によって、プッシュボタン部材
６０は、第１の挿入孔２７から出る方向に付勢される。
【００６９】
　しかしながら、回転案内用突部３０が回転案内用溝６３下端６４に引っかかることによ
って回転案内用突部３０が回転案内用溝６３から出ることがないので、これに伴い、プッ
シュボタン部材６０が第１の挿入孔２７から抜け出ることが防止される。回転案内用突部
３０が回転案内用溝６３の下端６４に引っかかる位置を第１の位置Ｐ１とする。
【００７０】
　また、回転案内用突部３０と回転案内用溝６３とは、プッシュボタン部材６０が第１の
位置Ｐ１にあるとき、凹部６２は、マットベース２０の変位壁部２８ａと対向するように
お互いの位置が設定されている。凹部６２は、第１の係合突部２９と第２の係合突部４８
との係合が解除されるまで変位壁部２８ａの径方向内側への変位を許容する大きさを有し
ている。
【００７１】
　第１の位置Ｐ１からプッシュボタン部材６０を第１の挿入孔２７内に押し込むと、回転
案内用突部３０は、回転案内用溝６３内を１点鎖線で示すように変位する。回転案内用溝
６３が軸線Ｓに対して斜めに延びていることによって、プッシュボタン部材６０は、押し
込まれることに伴って軸線Ｓを回転中心として回転する。
【００７２】
　回転案内用溝６３は、プッシュボタン部材６０の変位抑制壁部６７が変位壁部２８ａと
対向する位置まで回転するよう形成されている。変位抑制壁部６７が変位壁部２８ａと対
向するまでプッシュボタン部材６０が押し込まれた位置、つまり、凹部６２が変位壁部２
８と対向しなくなる位置を第２の位置Ｐ２とする。図１４は、プッシュボタン部材６０が
第２の位置Ｐ２まで押し込まれた状態を示している。
【００７３】
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　プッシュボタン部材６０が第２の位置Ｐ２にある状態では、変位壁部２８ａが変位抑制
壁部６７と対向する。このため、変位壁部２８ａが第１挿入孔２７の径方向内側に変位し
ようとすると、変位抑制壁部６７に接触することによって、変位できなくなる。つまり、
変位抑制壁部６７は、初期位置のまま保持される。
【００７４】
　プッシュボタン部材６０の長さは、第２の位置Ｐ２にあるときに先端がマットベース２
０の本体部２３の先端と面一、または、略面一になる長さを有している。なお、マットア
ッパ４０の上端と本体部２３の先端とは、略面一である。
【００７５】
　図１３に示すように、回転案内用溝６３の上端部には、プッシュボタン部材６０を第２
の位置Ｐ２に保持するための、保持用突部が形成されている。保持用突部６５は、回転案
内用溝６３の内側に向かって突出している。
【００７６】
　プッシュボタン部材６０が第２の位置Ｐ２まで回転した後、コイルばね７０の付勢力に
よってプッシュボタン部材６０が第１の位置Ｐ１に向かって戻ろうとすると、回転案内用
突部３０が保持用突部６５に接触することによって、プッシュボタン部材６０の回転が規
制される。プッシュボタン部材６０の回転が規制されることによって、プッシュボタン部
材６０は、第２の位置Ｐ２に保持される。
【００７７】
　なお、保持用突部６５は、プッシュボタン部材６０が第２の位置Ｐ２から第１の位置Ｐ
１に戻る際の回転に伴う回転案内用溝６３内での回転案内用突部３０の移動方向に沿って
傾斜している。
【００７８】
　このため、プッシュボタン部材６０を第２の位置Ｐ２から第１の位置Ｐ１に戻すべくプ
ッシュボタン部材６０を回転すると、回転案内用突部３０は、保持用突部６５を乗り越え
る。回転案内用突部３０が保持用突部６５を乗り越えると、その後は、コイルばね７０の
付勢力によって、プッシュボタン部材６０は、自然に第１の位置Ｐ１に戻る。
【００７９】
　言い換えると、第２の位置Ｐ２にあるプッシュボタン部材６０を、回転案内用突部３０
が保持用突部６５を乗り越えるだけの力で回転することによって、プッシュボタン部材６
０を第１の位置Ｐ１に戻すことができる。
【００８０】
　つぎに、固定装置１０を用いてカーペット３に対してフロアマット５を固定する動作を
説明する。図９～１２は、固定装置１０を用いた、カーペット３に対してフロアマット５
を固定する動作の一例を示している。
【００８１】
　図９は、マットアッパ４０とマットロア５０によって挟持されたフロアマット５を、マ
ットベース２０によって挟持されたカーペットに固定する動作を示す断面図である。図９
では、軸線、Ｓ，Ｔ，Ｕ，Ｖ，Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｚに沿って切断された状態を示している。な
お、図１０に示すように、固定装置１０が全て組み合わさった状態では、一例として、軸
線Ｓ，Ｔ，Ｕ，Ｖ，Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｚは、一致し、同一直線上に配置される。このため、プ
ッシュボタン部材６０は、第１の挿入孔２７の軸線回りに回転する。
【００８２】
　まず、図９に示すように、マットロア５０の第３の挿入孔５１とフロアマット５を合わ
せる。ついで、マットアッパ４０の本体部４１を、フロアマット５の挿入孔５１を通して
、マットロア５０と係合させる。このことによって、マットアッパ４０とマットロア５０
とをフロアマット５に固定する。
【００８３】
　また、マットベース２０においては、下側挟持部をカーペット３を第１，２のスリット
２１，２２を通してカーペット３の下側に配置させ、上側挟持部用係合部２５と下側挟持
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部用係合部２６とを係合させる。このことによって、マットベース２０をカーペット３に
固定する。
【００８４】
　ついで、マットベース２０の本体部２３をマットロア５０の第３の挿入孔５１に通す。
本体部２３が第３の挿入孔５１に挿入される前の状態では、プッシュボタン部材６０は、
第１の位置Ｐ１に位置させる。プッシュボタン部材６０が第１の位置Ｐ１にあることによ
って、凹部６２が変位壁部２８ａと対向するので、変位壁部２８ａが第１の挿入孔２７の
径方向内側に変位可能である。
【００８５】
　マットベース２０の本体部２３をマットアッパ４０の第２の挿入孔４３に挿入すると、
第２の係合突部４８が第１の係合突部２９の挿入時ガイド面２９ａに接触する。この接触
状態のままマットベース２０の本体部２３をさらに第２の挿入孔４３に押しこむと、変位
壁部２８ａが第１の挿入孔２７の径方向内側に変位することによって、第２の係合突部４
８が第１の係合突部２９を乗りこえる。このことによって、第１，２の係合突部２９，２
７が係合する。
【００８６】
　図１０は、図９と同様に切断した状態を示している。図１０に示すように第１，２の係
合突部２９，４８が係合すると、図１１に示すように、プッシュボタン部材６０を押し込
む。プッシュボタン部材６０を押し込むことによって、プッシュボタン部材６０は、第１
の位置Ｐ１から第２の位置Ｐ２まで回転する。図１１は、プッシュボタン部材６０以外は
、図９と同様に切断した状態を示している。
【００８７】
　図１２は、プッシュボタン部材６０が第２の位置Ｐ２まで回転した状態を示している。
プッシュボタン部材６０が第２の位置Ｐ２まで回転することによって、マットベース２０
の変位壁部２８ａは、第１の挿入孔２７の径方向内側に変位できなくなる。つまり、第１
，２の係合突部２９，４７の係合を解除ができなくなる。図１２は、プッシュボタン部材
６０以外は、図９と同様に切断した状態を示している。
【００８８】
　このことによって、固定装置１０を介した、カーペット３とフロアマット５との固定が
解除されることがなくなる。
【００８９】
　つぎに、固定装置１０を介したカーペット３とフロアマット５との固定の解除の動作の
一例を説明する。プッシュボタン部材６０の上端部に形成される溝６９に工具を挿入し、
プッシュボタン部材６０を軸線Ｓ回りに回転する。このとき、図１３に示すように、回転
案内用突部３０が回転案内用溝６３の保持用突部６５を乗り越えるよう、力を加える。
【００９０】
　回転案内用突部３０が保持用突部６５を乗り越えると、プッシュボタン部材６０は、コ
イルばね７０の付勢力によって第１の位置Ｐ１まで戻る。プッシュボタン部材６０が第１
の位置Ｐ１まで戻ることによって、プッシュボタン部材６０の凹部６２が変位壁部２８ａ
と対向するので、変位壁部２８ａは、第１の挿入孔２７の径方向内側に変位できるように
なる。
【００９１】
　ついで、フロアマット５をカーペット３から離す。このことによって、第１，２の係合
突部２９，４８の係合が解除されて、マットベース２０の本体部２３がマットアッパ４０
の第２の挿入孔４３から引き抜かれる。
【００９２】
　このように構成される固定装置では、カーペット３とフロアマット５との固定を解除す
るためには、プッシュボタン部材６０を回転する必要がある。プッシュボタン部材６０を
回転する動作は、工具を用いる必要があるため、不意に生じることが抑制される。つまり
、カーペット３とフロアマット５との固定が不意に解除されることを抑制することができ
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る。
【００９３】
　また、プッシュボタン部材６０は、第２の位置Ｐ２にあるときその先端とマットベース
２０の本体部２３の先端とマットアッパ４０の第２の挿入孔の先端とが面一になる。この
ため、カーペット３とフロアマット５とを固定している状態の固定装置１０の見栄えがよ
くなる。なお、略面一になる場合であっても、見栄えはよい。
【００９４】
　また、プッシュボタン部材６０を第１の位置Ｐ１に向かって付勢する付勢部材の一例と
してコイルばね７０を用いることによって、プッシュボタン部材６０を、回転案内用突部
３０が保持用突部６５を乗り越えるまで回転するだけで、その後は、自然に第１の位置Ｐ
１に戻すことができる。このため、固定解除動作を簡単にすることができる。
【００９５】
　なお、第１の実施形態では、回転案内用突部３０がプッシュボタン部材６０に形成され
、回転案内用溝６３が、マットベース２０の本体部２１の周壁部２８に形成された。他の
例としては、回転用案内突部３０が周壁部２８に形成され、回転案内用溝６０がプッシュ
ボタン部材６０の周壁部６１に形成されてもよい。この場合においても、本実施形態と同
様の作用と効果とが得られる。
【００９６】
　つぎに、本発明の第２の実施形態に係る固定装置を、図１４，１５を用いて説明する。
なお、第１の実施形態と同様の効果を有する構成は、第１の実施形態と同一の符号を付し
て説明を省略する。
【００９７】
　本実施形態では、プッシュボタン部材６０に代えて、回転部材８０が用いられる。また
、回転部材８０が用いられることに伴い、回転案内用突部３０が形成されない。他の構造
は、第１の実施形態と同じである。
【００９８】
　図１４は、本実施形態の固定装置１０を示す断面図である。図１４に示すように、回転
部材８０は、円筒形状であり、その軸線Ｑ回りに回転可能に、第１の挿入孔２７内に挿入
されている。軸線Ｑは、回転部材８０の中心を通る。回転部材８０が第１の挿入孔２７内
に挿入されると、一例として、軸線Ｑ，Ｔ，Ｕ，Ｖ，Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｘは、一致し、同一直
線上に配置される。このため、回転部材８０は、第１の挿入孔２７の軸線を回転中心とし
て回転する。回転部材８０は、第１の実施形態と同様に、第１の挿入孔２７内に挿入され
たときに、その先端が本体部２３の先端と、マットアッパ４０の上端と面一になる。また
は、略面一であってもよい。
【００９９】
　回転部材８０は、マットベース２０の本体部２３の変位壁部２８ａの径方向内側への変
位を許容する、凹部８１が形成されている。回転部材８０において凹部以外の部位は、第
１の挿入孔２７の内面に略接触している。凹部８１が変位壁部２８ａと対向していないと
きは、回転部材８０の周面において凹部８１以外の部位が対向しており、それゆえ、変位
壁部２８ａは、径方向内側に変位することができない。凹部８１以外の部分は、変位壁部
２８ａの径方向内側への変位を禁止する変位抑制壁部８７である。このことによって、第
１，２の係合突部２９，４８の係合が解除されなくなる。
【０１００】
　図１５は、凹部８１が変位壁部２８ａと対向する位置にある状態を示す断面図である。
図１５に示すように、凹部８１が変位壁部２８ａと対向することによって、変位壁部２８
ａが径方向内側に変位することができるので、第１，２の係合突部２９，４７の係合を解
除することができる。
【０１０１】
　なお、回転部材８０の上端部には、第１の実施形態で説明されたプッシュボタン部材６
０の溝６９と同様の溝が形成されている。回転部材８０を回転するときには、溝に工具を
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差し込む。
【０１０２】
　本実施形態では、回転部材８０を回転することによって、凹部８１が変位壁部２８ａと
対向する状態と、対向しない状態とを切り替えることができる。言い換えると、第１，２
の係合突部２９，４８の係合を解除するために、回転部材８０を回転する必要があるので
、固定装置１０による、カーペット３とフロアマット５との固定が不意に解除されること
を抑制することができる。
【０１０３】
　また、回転部材８０の先端と、マットベース２０の本体部２３の先端と、マットアッパ
４０の上端とが面一になので、固定装置１０の見栄えをよくすることができる。なお、略
面一となる場合であっても、見栄えは良くなる。
【０１０４】
　第１，２の実施形態では、カーペット３は、第１のマット部材の一例である。フロアマ
ット５は、第２のマット部材の一例である。マットベース２０は、第１のマット部材に固
定される第１の固定部材の一例である。
【０１０５】
　マットアッパ４０とマットロア５０とは、第２のマット部材に固定されるとともに、第
１の固定部に解除可能に固定される第２の固定部材の一例である。
【０１０６】
　本体部２３は、第１のマット部材に対して第１，２のマット部材の重なる方向に突出す
るとともに、突出端に開口する第１の挿入孔が形成される突出部の一例である。
【０１０７】
　第１の係合突部２９は、突出部の周壁部に設けられて外側に向かって突出するとともに
第１の挿入孔の内側に向かって変位可能な第１の係合部の一例である。
【０１０８】
　本体部４１は、突出部が挿入される第２の挿入孔と第１の挿入孔と連通する開口とが設
けられる被挿入部の一例である。第２の係合突部４８は、第２の挿入孔の内壁部に形成さ
れて第２の挿入孔の内側に向かって突出し、第２の挿入孔内に突出部が挿入されたときに
第１の係合部に接触することによって第１の係合部を第１の貫通孔の内側に変位させて第
１の係合部を乗り越えて重なる方向に第１の係合部と係合する第２の係合部の一例である
。
【０１０９】
　第１の実施形態では、プッシュボタン部材６０は、固定解除禁止部材の一例である。第
２の実施形態では、回転部材８０は、固定解除禁止部材の一例である。コイルばね７０は
、付勢部材の一例である。
【０１１０】
　この発明は、上述した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上述した実施の形態
に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を形成できる。例
えば、上述した実施の形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除しても良い
。さらに、異なる実施形態の構成を組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【０１１１】
　３…カーペット（第１のマット部材、）、５…フロアマット（第２のマット部材）、１
０…固定装置、２０…マットベース（第１の固定部材）、２３…本体部（突出部）、２７
…第１の挿入孔、２８…周壁部、２９…第１の係合部、３０…回転用案内突部、４０…ア
ットアッパ（第２の固定部材）、４１…本体部（被挿入部）、４３…第２の挿入孔、４８
…第２の係合突部、５０…マットロア（第２の固定部材）、６０…プッシュボタン部材（
固定解除禁止部材）、６２…凹部（変位許容凹部）、６３…回転案内用溝、６７…変位禁
止壁部、８０…回転部材（固定解除禁止部材）、８１…（変位許容凹部）、８７…変位禁
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止壁部、Ｐ１…第１の位置、Ｐ２…第２の位置。
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